
既存収集運搬業者が従前どおりの業を行うための手続き判定チャート 

 

スタート 
 
 
 
 
 
 

はい  福岡県の許可を

有しているか 

 いいえ  

 
 
 

いいえ  

はい  

北九州市以外の政

令市の許可を持っ

ているか 

はい 

いいえ  

福岡県の許可は北

九州市の許可品目

を包含しているか 

いいえ  

福岡県と北九州市

の許可品目は同一

か 

 
はい 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
従前どおりの営業

を行う場合は、北

九州市の許可期

限までに足らない

品目の追加につ

いて福岡県知事

の変更許可が必

要 

（※１） 

手続き不要

（※２） 

 

福岡県の許

可の内容で

福岡県内全

域での営業

が可能 

手続き不要

 

 

北九州市の

みで営業が

可能 

従前どおりの営業

を行う場合は、政

令市の許可期限

（期限が近いもの）

までに福岡県知事

の新規許可が必要

（※１） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１ 福岡県の新規又は変更許可を取得した時点で政令市の許可は失効します。 

※２ 平成２３年４月１日時点で北九州市の許可は失効します。 


